
　　『研究が兵器等に転用されないために　～安全保障貿易管理の基本～』（２０１８年３月版）　改訂

　　　　

２０２１年１月２７日
p.4 　（２）｢ホワイト国｣
　　　  ・大韓民国　を削除　　（2019年8月28日 改正）

p.4 　（４）｢国連武器禁輸国・地域｣

　　　  ・南スーダン　を追加　　　（2019年4月12日 改正）

　　　　

p.4 　（４）｢国連武器禁輸国・地域｣

　　　  ・エリトリア　を削除　　　（2018年12月19日 改正）

p.5 　（５）｢外国ユーザーリスト｣

　　　  ・2017年8月9日改訂版　各国（地域）別の掲載機関数 合計５０８ ⇒ 2020年5月8日改訂 合計５４６

　　　　　ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ(2),ｱﾗﾌﾞ首長国連邦(10),ｲｽﾗｴﾙ(1),ｲﾗﾝ(215),ｲﾝﾄﾞ(3),エジプト(2),北朝鮮(143),ｼﾘｱ(20),

　　　　  台湾(1),中国(69),ﾊﾟｷｽﾀﾝ(62),香港(7),レバノン(9),イエメン(2)

　　　  ・外国ユーザーリスト掲載大学　別名追加・削除



p.13 　付１．リスト規制対象貨物一覧表（※最新版は２０２１年１月２７日改正施行）

　　　　・削除



p.14 　付２．兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例
　　　 　　　　大量破壊兵器等に開発等に用いられるおそれの強い貨物例（２０２０年5月8日改正）


